三木市立教育センター使用案内

１　使用時間
(1)部屋の一般貸出しの時間は、午前９時から午後９時３０分まで（日曜日は午後５時まで）です。（駐車場は午後１０時に閉まります。）
(2)準備と後片付けに要する時間は、使用時間に含まれます。

２　休館日
(1)部屋の貸出しは、国民の祝日、毎月の第４日曜日及び１２月２８日から
１月４日までは行いません。
(2)学習コーナーは、１２月２８日から１月４日までは閉鎖します。
(3)その他、臨時に休館することがあります。

３　使用を許可できない場合
(1)私的な営利を目的とするとき
(2)特定の政党その他の政治勢力の伸長を目的とするとき
(3)特定の宗教を宣伝流布することを目的とするとき
(4)教育センターの運営管理上支障があるとき（運動や大きな音が出る場合など）
(5)教育委員会がその使用を不適当と認めたとき

４　使用願い
(1)電話で部屋の空き状況を確認し、仮予約をする。
(2)所定の使用許可申請書に必要事項を記入し、使用する前の平日の午後５時までに電子メールまたは直接教育センターに提出する。
(3)三木市立教育センター使用許可申請書の教育センター所長の押印をもって使用許可とする。
(4)電子メールで提出した場合は、電話で使用許可を確認する。
(5)貸出しできる部屋は次のとおりです。
①大研修室（１８０人）
②中研修室（４５人）
③セミナー室１・２（各２４人）
④和室（２４人）


５　使用料
(1)使用料は別表「教育センター使用料」のとおりです。
(2)使用料は所定の振込用紙で、市内金融機関の窓口で納入してください。
（平日の午後５時までに限り、教育センター窓口でも納入できます。）
(3)使用料の減免については、「公の施設使用料減免基準」を適用します。
(4)既納の使用料は原則として還付できません。

６　遵守事項
(1)申請書に記載された使用目的以外の用途に使用しないでください。
(2)他の人への危害や迷惑になる行為はしないでください。
(3)許可を受けた使用の権利は、他に転貸しないでください。
(4)所定の場所以外で火気を使用しないでください。
(5)センターの施設や設備、資料等に損傷を与えた場合は、使用者に賠償していただきます。
(6)湯沸室を使用する時は、火気に十分に注意し、後片付けをしてください。
(7)管理上必要な指示に従ってください。
※順守事項に違反した場合は、以後の使用を許可しないことがあります。

















【別表　教育センター使用料】



	部屋の名称
	使　用　料

	大研修室
	１時間につき　１,２００円

	中研修室
	１時間につき　  3００円

	セミナー室１
	１時間につき   20０円

	セミナー室２
	１時間につき   200円

	和室
	１時間につき　 　15０円


　
(1)　１時間未満の使用時間があるときは、これを１時間として取り扱うものとする。
(2) 使用者が、三木市内に住所又は勤務先を有する者以外の場合は、当該使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。
※市内に住所又は事務所を有する非営利団体が使用する場合は、使用料の計算には割増規定を適用しない。
                                           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （令和6年4月改定）三木市立教育センター
〒673-0433
三木市福井１９３３番地の１２
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